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各都道府県介護保険主管部 (局)長  殿

厚生労働省老健局老人保健課

「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院 (対診)に ついて」の一

部改正について

平成 20年 4月 1日に 「診療報酬の算定方法を定める件」(平成 20年 厚生

労働省告示第59号 )等 が適用されたことにかんがみ、「介護老人保健施設

入所者に係る往診及び通院 (対診)に ついて」(平成 12年 3月 31日 老

企発第 59号 )の 一部を別紙 1の とおり改正するとともに別記様式及び別表

を別紙 2の とおりとするので、御了知の上、管内市町村(政令指定都市を含む。)、

関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のない

ようにされたい。



後正改 ユ剛正改

２

＜

田各

介 護 老 人保 健 施 設 の入 所 者 の対診

)介 護 老 人保 健施 設 の入 所者 を保 険 医療機 関等へ通院 させ

る場合 には、介護 保 険 法第 12条第 3項 に規 定す る被保 険者

証 を携 えて受診 させ る こ と。

2)保 険 医療機 関等 にお い て は、入所 者 の被保 険者 証 等 に よ

り、介 護 老人保 健 施 設 の入 所者 で あ る こ とを確 か めな けれ

ばな らな い。

情 報提供

施 設 医師 と保 険 医 とが協 力 して入 所者 の診 療 に 当た るた め

には、相 互 の情 報提 供 が十 分 な され る こ とが必 要 で あ る こ とか

ら、介護 老 人保 健施 設 の人員 、施設 及 び設備 並 び に運 営 に関す

る基 準 (平成 11年厚 生省令 第40号)及 び 高齢 者 の医療 の確保 に

図 立_る法往 2量 二上上 る療 養 の給付等 の取扱 い及 び担 当に関

1    略

2 介 護 老人保 健 施 設 の入所者 の対 診

(1)介 護 老人保健 施 設 の入所者 を保 険 医療機 関等 へ通院 させ

る場合 には 、提供 してい る介護保 健 施 設 サ ー ビス につ いて

老、要 な事項 が記載 され て い る入 所者 の健康 手帳 及 び介護 保

険 法第 12条第 3項 に規 定す る被保 険者 証 を携 えて受診 させ

る こ と。

(2)保 険 医療機 関等 にお いては 、入 所 者 の健 康 手帳 等 に よ り、

介護 老人保 健施 設 の入 所者 で あ る こ とを確 か めな けれ ばな

らない。

3 情 報提供

施 設 医師 と保 険 医 とが協力 して入 所者 の診療 に 当た るた め

には、相 互 の情 報提 供 が十分 な され る こ とがだ、要 で あ る こ とか

ら、介護 老人保 健 施 設 の人員 、施 設 及 び設備 並 び に運 営 に関す

る基 準 (平成 11年厚 生省 令 第40号 )及 び 老人保 健 法 の規 定 に よ

る医療及 び特 定療 養 費 に係 る療 養 の取扱 い及 び担 当に関す る

す る基 準 (昭和 58年 1月 厚 生 省 告 示 第 14号 )に お い て 次 の よ う

に 規 定 した もの で あ る こ と。

1)～ (4) 略

診 療 報 酬 (診療 報 酬 の 算 定 方 法 (平成 20年 3月 5日 厚 生 労 働

省 告 示 第 59号 ))上 の 措 置

1)～ (4) 略

田各

歯科 医療 につ い て

介護 老 人保 健施 設 の入 所者 に対す る歯 科 診 療 の適切 な提供 に

つ いて は、協 力歯科 医療機 関か らの歯 科 医 の往診 又 は協力歯 科

医療機 関へ の通院 に よ り確保 され る もの で あ る こ と。介護 老 人

保 健施 設 の入 所者 に対 して往 診等 を行 う歯 科 医療機 関か らの

歯科 医 は 、介護 老 人保 健 施設 の医師 に事 前 に状況確認 を行 うな

ど、連携 を図 る こ とが必 要 で あ る こ と。

基 準 (昭和 58年 1月 厚 生 省 告 示 第 14号 )に お い て 次 の よ うに 規

定 した もの で あ る こ と。

1)～ (4) 略

老 人 診 療 報 酬 (老人 保 健 法 の 規 定 に よ る 医 療 に 要 す る費 用 の

額 の 算 定 に 関 す る基 準 (平成 6年 3月 厚 生 省 告 示 第 72号 ))上 の

措 置

1)～ (4) 略

田各

歯科 医療 につ い て

介護 老人保 健施 設 の入所者 に対す る歯 科 診療 の適 切 な提供 に

つ いて は、協 力歯科 医療機 関か らの歯科 医 の往 診 又 は協力 歯科

医療機 関へ の通院 に よ り確保 され る もの で あ る こ と。介護 老 人

保 健施 設 の入所者 に対 して往 診 等 を行 う歯科 医療機 関 か らの

歯科 医 は、介護 老 人保 健 施設 の医師 に事 前 に状 況確 認 を行 うな

ど、連 携 を図 る こ とが必 要 で あ る こ と。なお 、歯科 医療 につ い

＜

４

＜

５

① 介 護老人保健施設入所者に係る往診及び通院 (対診)に ついて (平成 12年 3月 31日 老企第 59号 厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知)(抄 )

圏
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処方せ ん の取扱 につ いて

) 田各

)介 護 老人保 健施 設 入所 者 を往 診 ・通院 に よ り診療 した保

険 医 は、保 険薬 局 にお け る薬剤 又 は治療 材 料 の支給 を 目的

とす る処 方せ ん を交付 して はな らない こ と。

ただし、以下①から⑦に掲げる場合及び医科診療報酬点数表の第 2

章第 2部 第 2節 第 1款 の在宅療養指導管理料において算定することが

できるとされている特定保険医療材料及び同節第 2款 の各区分に規定

する加算の費用はこの限りではないこと

① 悪 性新生物に罹患 している患者に対し、抗悪性腫瘍剤を投与する

場合 (注射薬を除く)

② 疼 痛コン トロールのための医療用麻薬を投与する場合

③ 抗 ウィルス剤 (B型 肝炎又はC型 肝炎の効能若 しくは効果を有す

るもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感 染症の効能若 しくは

効果を有するものに限る)を 投与する場合

④ イ ンターフェロン製剤 (B型 肝炎又はC型 肝炎の効能若 しくは効

果を有するものに限る)を 投与する場合

⑤ 人 工腎臓又は腹膜濯流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあ

る者に対 してエリスロポエチン又はグルベポエチンを投与する場合

⑥ 血 友病の患者に対 して血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂

回活性複合体を投与する場合

流に用いる薬剤 を投与する場合

ワ
ｒ

′ｒ

、

ｒ
、

ては、医科の場合 の よ うな往診、通院 についての施設療養 と勉
険 診 療 の調 整 の 措 置 は採 られ て い な い こ と

処 方せ んの取扱 につ い て

1) 略

2)介 護 老人保 健施 設 入所者 を往 診 ・通院 に よ り診療 した保

険 医 は、保 険薬 局 にお け る薬剤 又 は治療材 料 の支給 を 目的

とす る処方せ ん を交付 して は な らない こ と。

ただし、悪性新生物に罹患 している患者に対 し、抗悪性腫瘍剤を投

与する場合、人工腎臓又は腹膜潅流を受けている患者の うち腎性貧血

状態にあるものに対 してエ リスロポエチンを投与する場合及び医科点

数表の第 2章第 2部 第 2節 の在宅療養指導管理料において算定するこ

とができるとされている特定保険材料及び当該指導管理料の各区分の

注において加算として算定できる材料に係る費用はこの限りではない

こと
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別 言こ壌 式
別紙 2

平 成

保 険 医療 機 関

介護 老 人保健 施 設 名称

所在 地

電話番 号 (FAX)

医 師 氏名        印

次 の者 は 、施 設 の 入 所者 で あ ります 。通 院 に係 る病 名 及 び病 状 等 は次 の

とお りです 。

月

殿

入 所 者

氏 名 男 ・女

生 年 月

日
明 ・大 ・昭 年   月   日 生 ( 歳 )

被 保 険者 番号

通 院 に係 る病 名 及 び病 状 等



(別表 )

(算定 で き る もう につ いて iま「○」 、算 定 で きな い もの に つ いて は 「X」 )

項 目

基本診療 料

特掲診療料

小 項 目
併 設保 険

医療機 関

X

X

X

その他

①

○

O

1初診料

外 来診療料

医学 管理等

在 宅医療

検査

画像診 断

投薬

注射

リハビリテーション

精神科専 門療 法

処置

手術

麻酔

放 射線 治療

病理診 断

診療情報提供料(I)(注 4に 限る)

その他 のもの

往診料

在 宅療養指導 管理 に用 いる特 定保険 医療材

米斗

在 宅療養 指導 管理 の加 算 として算 定できる材

米半

自己連続携 行 式腹膜 灌 流 に用いる薬剤料

その他 のもの

厚 生労働大 臣が定めるもの

その他 のもの

厚 生労働 大 臣が定めるもの

その他 のもの

1厚生 労 働 大 臣 が定 めるもの

その他 のもの

生 労 働 大 臣 が定 めるもの

その他 のもの

生 労 働 大 臣 が定 めるもの

の他 のもの

厚 生 労 働 大 臣 が定 めるもの

の他 のもの

厚 生 労 働 大 臣 が定 めるもの

その他 のもの

Ｏ

ｘ

Ｏ

Ｏ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｏ

○O

Ｏ

ｘ

ｘ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

ｘ

Ｏ

ｘ

ｘ

①

ｘ

ｘ

①

ｘ

Ｏ

ｘ

Ｏ

①

Ｏ

Ｏ

ｘ

×

①

Ｏ

Ｏ

ｘ

Ｏ

ｘ

ｘ

Ｏ

ｘ

ｘ

Ｏ

ｘ

Ｏ

ｘ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

(注)厚 生労働 大 臣が 定 め る もの は 、特 掲 診 療 料 の施 設基 準 等 (平成 20年 3月

5日 厚 生労働 省告 示第 63号 )第 十 六 及 び別 表第 十 二 に よ り規 定 され て い る もの

で ある。

(注)平 成 18年 7月 1日 から平 成 24年 3月 31日 までの間 に介 護 老 人保健 施 設 の

人 員、施 設 及 び設 備 並 びに運 営 に関する基 準 (平成 11年 厚 生 省 令 第 40号 )附則第
13条 に規 定する転 換を行つて開設 した介護 老 人保健 施設 の入 所 者 について、当該

介護 老 人保健 施 設 の併 設 保 険 医療 機 関 においては、上記 のほか緊急 時施 設 治療

管理料 を算 定することができる。


